
井原市中古住宅活用補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、空き家の流動化の促進及び本市への移住・定住人口の増加を図るため、

空き家となっている市内の中古住宅を有効活用する者に対し、予算の範囲内で井原市中古

住宅活用補助金（以下「補助金」という。）を交付するものとし、その交付に関しては、井

原市補助金交付規程（昭和３４年井原市規程第１号）に定めるもののほか、この要綱に定

めるところによる。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 

(1) 空き家 井原市空き家・空き農地バンク制度要綱（平成２０年井原市告示第２２号）

第４条の規定により登録されている物件であり、玄関、台所、便所、浴室及び居室を有

し、利用上の独立性を有する一戸建て住宅（併用住宅を含む。）をいう。ただし、アパ

ート、マンション等の共同住宅を除く。 

(2) 定住 空き家を住所地として住民基本台帳に記録され、かつ、当該住所地を生活の本

拠とすることをいう。 

(3) 利用者 空き家を購入し、又は賃借する者をいう。 

(4) 所有者 空き家に係る所有権その他の権利を有している者であって、当該空き家を売

却し、又は賃貸することができるものをいう。 

(5) 若者世帯 第８条に規定する交付申請書を提出した日において、利用者及びその配偶

者（井原市パートナーシップ・ファミリーシップ制度実施要綱（令和５年井原市告示第

４１号）の規定により、パートナーシップの届出をした者を含む。）の双方が４０歳未

満の世帯をいう。 

(6) 子育て世帯 第８条に規定する交付申請書を提出した日において、利用者と同一世帯

に属する小学校終了前の子（以下「子ども」という。）を扶養している世帯をいう。 

(7) 転入日 市外から本市へ住所地を移し、住民基本台帳に登録された日をいう。 

(8) 移住者 市外から定住の意思を持って本市に転入し、又は転入しようとする者であっ

て、転入日以前３年以内の期間において市内に居住していないものをいう。 

(9) 農業実務研修 就農促進トータルサポート事業実施要領（平成２１年岡山県農林水産

部長通知第１９号）に定める農業実務研修事業をいう。 

 （補助の種類） 

第３条 補助の種類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるものとする。 

(1) 購入費補助 売買契約を締結し、空き家を購入した者に交付する補助金 

(2) 賃借料補助 賃貸借契約を締結し、空き家を賃借した者に交付する補助金 

 (3) 改修費補助 空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立した日から起算して１年以内

に着手する改修工事を行う利用者に交付する補助金 

 (4) 家財整理費補助 空き家の売買契約又は賃貸借契約の成立日以前において、業者に委



託して当該空き家の家財道具の搬出及び清掃を行う所有者に交付する補助金 

 （補助対象者） 

第４条 補助金の交付を受けることができる者（以下「補助対象者」という。）は、利用者及

び所有者とする。ただし、利用者にあっては、次の各号のいずれにも該当するものとする。 

(1) 移住者であって認定申請時において転入日から起算して１年を経過しない者である

こと。ただし、移住者であって転入日から起算して１年以内に農業実務研修を開始した

者及び農業実務研修の研修期間中に転入した者は、認定申請時において農業実務研修の

修了の日から起算して１年を経過しない者であること。 

(2) 空き家に入居した日から起算して、購入費補助及び改修費補助を受ける者は５年以上、

賃借料補助を受ける者（以下この条において「賃借者」という。）は１年以上当該空き

家に引き続き居住するものとする。 

(3) 賃借者の２親等以内の親族が、当該空き家へ入居した日以前３年間において、当該空

き家を賃借していないこと。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱による補助

金の交付を受けることができないものとする。 

(1) 市町村税を滞納しているとき 

(2) ２親等以内の親族間における空き家の売買契約又は賃貸借契約であるとき 

 （補助対象経費等） 

第５条 補助対象経費および補助金額は、別表第１から別表第４までに定めるところによる。 

２ 補助金の交付回数は、補助の種類ごとに同一の申請者又は空き家に対して１回限りとす

る。ただし、賃借料補助については、同一の空き家である場合において、この限りでない。 

（認定申請） 

第６条 補助を受けようとする者（以下「認定申請者」という。）は、別表第１から別表第４

までに掲げる期間までに、井原市中古住宅活用補助金認定申請書（様式第１号）に、別表

第１から別表第４までに掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（事業認定） 

第７条 市長は、前条の認定申請を受理したときは、その内容を審査し、認定することが適

当と認めるときは、井原市中古住宅活用補助金認定通知書（様式第２号）により認定申請

者に通知するものとする。 

 （交付申請） 

第８条 交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、別表第１から別表第４

までに掲げる期間までに、井原市中古住宅活用補助金交付申請書（様式第３号）に、別表

第１から別表第４までに掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、前条の交付申請を受理したときは、その内容を審査し、交付又は却下を決

定し、井原市中古住宅活用補助金交付（却下）決定通知書（様式第４号）により、交付申

請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 



第１０条 交付申請者は、前条の通知を受けたときは、速やかに井原市中古住宅活用補助金

請求書（様式第５号）を市長に提出しなければならない。 

（補助金の支払） 

第１１条 市長は、前条の請求書を受理したときは、速やかに交付申請者に支払うものとす

る。 

（交付の取消し及び返還） 

第１２条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全

部又はその一部を取り消すことができる。また、交付申請者は、次の各号のいずれかに該

当するときは、速やかに市長に報告をしなければならない。 

(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。 

(2) この要綱の規定に違反する事実があったとき。 

(3) その他市長が特に必要と認めるとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に交付申請

者に当該取消しに係る補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるもの

とする。ただし、交付申請者が第４条第２号に規定する引き続き居住する期間内に転居し、

又は転出したとき、若しくは当該空き家を貸与し、売却し、又は取り壊したときは、別表

第５で定めるところにより、補助金の返還を命ずる。 

（報告及び実地調査） 

第１３条 市長は、必要があると認めるときは、補助対象事業に関し、交付申請者に報告を

求め、市長が指定する職員に実地調査を行わせることができる。 

（委任） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

   附 則（平成２８年告示第４６号） 

 （施行期日） 

１ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （失効） 

２ この要綱は、令和１０年３月３１日限り、その効力を失う。 

 （失効に伴う経過措置） 

３ 前条の規定による失効前の井原市中古住宅活用補助金交付要綱の規定に基づき事業認定

された者に係る第８条から第１３条の規定については、なおその効力を有する。 

   附 則（平成３０年告示第４７号） 

 この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。 

   附 則（平成３１年３月２９日告示第３６号） 

 この要綱は、告示の日から施行する。 

   附 則（令和４年３月２９日告示第５０号）   

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 



 （経過措置） 

２ この要綱による改正前のいばらぐらし中古住宅活用補助金交付要綱（以下「改正前要綱」

という。）第４条の規定に該当する補助対象者及び改正前要綱第７条の規定により事業の認

定を受けている者に係る交付申請については、なお従前の例による。 

   附 則（令和５年３月２８日告示第２８号） 

 この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

   附 則（令和７年３月３１日告示第７３号） 

 この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

附 則（令和８年４月１日告示第８４号） 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 購入費補助 

対象経費 空き家の購入に要した費用（空き家の存する一体の土地の購入費も含む） 

補助金額 対象経費の５分の１以内で、１,０００,０００円を上限とする。 

ただし、補助対象者が若者世帯に該当するときは、１００,０００円を、

子育て世帯に該当するときは、子ども１人につき１００,０００円を、上

限額にそれぞれ加算する。 

（算出した金額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨て

る。） 

認定申請 

 

１ 申請期間 

 第４条第１項第１号の規定に該当し、かつ、売買契約を締結した日か

ら起算して、３か月以内 

２ 添付書類 

(1) 転入日又は転入予定日以前３年間、市外に住所を有することがわか

る認定申請者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し 

(2) 市町村税の完納証明書 

(3) 空き家に係る土地及び建物の売買契約書の写し 

(4) 空き家の写真（全景・玄関・台所・便所・浴室・居室） 

(5) 誓約書（様式第６号） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

交付申請 １ 申請期間 

 認定申請日以後の最初の３月３１日まで 

２ 添付書類 

(1) 空き家へ入居した全員分の住民票の写し 

(2) 井原市税の完納証明書 

(3) 売買代金の領収書の写し 

(4) 登記が完了したことが確認できる書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

  



別表第２ 賃借料補助 

対象経費 空き家の賃借に係る月額賃借料 

補助金額 月額賃借料の２分の１以内（１,０００円未満の端数は切り捨てる。）で、

１か月あたりの限度額を２０,０００円とし、最大１２か月分（上限２４

０,０００円）を補助する。 

認定申請 １ 申請期間 

申請者は、認定申請と同一の年度（４月１日から翌年３月３１日まで）に

支払いを要する対象経費ごとに、次の(1)又は(2)のいずれかにより申請しな

ければならない。 

(1) 初回申請は、第４条第１項第１号の規定に該当し、かつ、空き家

の賃貸借契約を締結した日から起算して３か月以内 

(2) 翌年度継続分の申請は４月３０日まで 

２ 添付書類 

(1) 転入日又は転入予定日以前３年間、市外に住所を有することがわか

る認定申請者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し 

(2) 市町村税の完納証明書 

(3) 空き家に係る賃貸借契約書の写し 

(4) 空き家の写真（全景・玄関・台所・便所・浴室・居室） 

(5) 誓約書（様式第６号） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

※(1)から(4)までの添付書類は、既に（初回申請のとき）提出した書類と内

容に変更が無い場合は、省略することができる。 

交付申請 １ 申請期間 

 認定申請日以後の最初の３月３１日まで 

２ 添付書類 

(1) 空き家へ入居した全員分の住民票の写し 

(2) 井原市税の完納証明書 

(3) 月額賃借料を支払ったことが確認できる書類 

(4) その他市長が必要と認める書類 

※(1)の添付書類は、既に（初回申請のとき）提出した書類と内容に変更が無

い場合は、省略することができる。 

 

  



別表第３ 改修費補助 

対象経費 市内建築業者等（市内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業

主）を利用して、空き家の居住の用に供する部分（店舗、倉庫等の用途

に係るものを除く。）に関し、機能回復のために行う修繕工事及び設備改

善のための改修工事費（市の他の制度又は他の団体による補助を受けて

いる費用を除く。） 

補助金額 対象経費の２分の１以内（１,０００円未満の端数は、切り捨てる。）で、

１,０００，０００円を上限とする。 

認定申請 １ 申請期間 

 第４条第１項第１号の規定に該当し、かつ、売買又は賃貸借の契約を

締結した日から起算して１年以内であって、対象経費に係る工事の着手

日前 

２ 添付書類 

(1) 転入日又は転入予定日以前３年間、市外に住所を有することがわか

る認定申請者の住民票の写し又は戸籍の附票の写し（購入費補助又は

賃借料補助の認定申請時において既に提出している場合は、省略する

ことができる。） 

(2) 見積書の写し（施工内容及び積算内容を確認できるもの） 

(3) 対象経費に係る工事を施工する箇所の図面及び写真 

(4) 空き家に係る売買契約書又は賃貸借契約書の写し 

(5) 市町村税の完納証明書 

(6) 誓約書（様式第６号） 

(7) その他市長が必要と認める書類 

交付申請 １ 申請期間 

 認定申請日以後の最初の３月３１日まで 

２ 添付書類 

(1) 請求明細書の写し（施工内容及び積算内容を確認できるもの） 

(2) 領収書の写し 

(3) 井原市税の完納証明書 

(4) 対象経費に係る工事を施工した箇所の着工前及び完了後の写真 

(5) 対象経費に係る工事の施工業者が下請業者に工事を依頼した場合

にあっては、対象経費に係る工事に要する経費の２分の１以上の額

を市内に事業所を有する業者が施工したことが証明できる書類（支

払証明書又は領収書の写し） 

(6) その他市長が必要と認める書類 

 

 

 



別表第４ 家財整理費補助 

対象経費 業者に委託する、空き家の家財道具の搬出処分及び清掃に係る費用 

補助金額 対象経費の２分の１以内（１,０００円未満の端数は、切り捨てる。）で、

３００，０００円を上限とする。 

認定申請 １ 申請期間 

 井原市空き家・空き農地バンク制度第４条の規定により登録された日

から売買又は賃貸借の契約を締結する日の前日までの期間であって、対

象経費に係る事業の着手日前 

２ 添付書類 

(1) 見積書の写し（積算内容を確認できるもの） 

(2) 実施する箇所の写真 

(3) その他市長が必要と認める書類 

交付申請 １ 申請期間 

 認定申請日以後の最初の３月３１日まで 

２ 添付書類 

(1) 請求明細書の写し（積算内容を確認できるもの） 

(2) 領収書の写し 

(3) 井原市税の完納証明書 

(4) 実施した箇所の着手前及び完了後の写真 

(5) その他市長が必要と認める書類 

 

 

別表第５（第１２条関係） 

空き家入居後の年数 補助金返還の割合 

１年以内 交付決定額の１００分の１００ 

１年超３年以内   〃   １００分の ８０ 

３年超５年未満   〃   １００分の ６０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


